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令和４年度整備管理者（選任後）研修の実施について 

 

整備管理者は、常に整備管理に関する知識、能力の維持、向上に努めるとともに、道

路運送車両の運行に係る関係法令の改正、関係通達等を熟知しておかなければなりませ

ん。その機会のひとつとして整備管理者に対する研修の受講が義務付けられています。 

また、自動車運送事業者の立場でも、整備管理者の能力の維持や向上に努めさせる義

務があり、漏れることなく講習を受けさせなければなりません。 
 
選任された整備管理者には「２ヵ年度ごとに１回」の受講が義務付けられていますが、

注意しなければならないのが年度の「４月から翌年３月までの受講」であり、暦年の「１

月から１２月までの受講」ではありません。（下図参照） 

例えば、令和３年１月に受講された場合は、令和２年度に受講したことになりますの

で、令和４年度に受講しなければなりません。 

また、令和３年度（令和３年４月から令和４年３月）に選任されて以降、選任後研修

を受講していない場合についても、令和４年度の受講対象となります。 

選任されている整備管理者の手帳等を再度ご確認いただき、受講漏れがないよう、必

ず受講をお願いいたします。 

 

 年度の考え方  
 
１月    ４月                １２月    ３月 

    
暦年 

     年度 

 

 

 

 行政処分関係  

・整備管理者の研修受講義務違反   初違反 １０日車   再違反 ２０日車 

 

令和４年度の開催日時及び場所については、裏面に記載してありますので、受講義務

のある方については日程等確認のうえ、申込みしていただきますよう、よろしくお願い

いたします。 

 

 

不明な点は気軽に適正化指導員にお尋ね下さい。 

群馬県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

電話 ０２７－２１２－８８２１ 

 

 

 

最後の受講日が令和３年１月から３月末の方は令和２年度受講扱いと 

なるため、今年度受講対象となります。 



 

 

※なお、高崎会場についてはすでに開催済みのため、掲載をしておりません。    

 

※申込書（群馬運輸支局及び群馬県トラック協会ＨＰ掲載）の送付先につ
いては「群馬運輸支局」となっておりますので、 

群馬運輸支局へ直接ファックス（０２７-２６１－００３２）にて申し
込みを行ってください。 

研 修 実 施 日 研 修 開 始 時 間（半日） 研 修 場 所 

令和４年１１月１７日（木） 
午前の部 ９：００～１２：００ 

午後の部１３：３０～１６：３０ 

北毛地区研修センター 

渋川市白井２１０６－２ 

令和４年１１月２４日（木） 午後の部１３：３０～１６：３０ 
群馬県トラック総合会館 

前橋市野中町５９５ 

１１月実施分の予約期間 １０月１７日（月）から受付開始 
定員になり次第 HP 更新 

毎週金曜日更新 

令和４年１２月 １日（木） 午後の部１３：３０～１６：３０ 
群馬県トラック総合会館 

前橋市野中町５９５ 

令和４年１２月 ２日（金） 午前の部 ９：００～１２：００ 
群馬県トラック総合会館 

前橋市野中町５９５ 

令和４年１２月１５日（木） 午後の部１３：３０～１６：３０ 
太田市社会教育総合センター 

太田市熊野町２３－１９ 

令和４年１２月１６日（金） 
午前の部 ９：３０～１２：３０ 

午後の部１３：３０～１６：３０ 

太田市社会教育総合センター 

太田市熊野町２３－１９ 

１２月実施分の予約期間 １１月１日（火）から受付開始 
定員になり次第 HP 更新 

毎週金曜日更新 

令和５年 １月１８日（水） 

午前の部 ９：００～１２：００ 

午後の部１３：３０～１６：３０ 

群馬県トラック総合会館 

前橋市野中町５９５ 

令和５年 １月１９日（木） 午後の部１３：３０～１６：３０ 
群馬県トラック総合会館 

前橋市野中町５９５ 

１月実施分の予約期間 １２月 ７日（水）から受付開始 
定員になり次第 HP 更新 

毎週金曜日更新 


